
和楽ホーム利用料金表

令和4年10月現在

(1)特別養護老人ホーム　（従来型多床室） （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護保険分 612 685 761 833 905

58 64 71 77 83
19 21 23 25 27
11 12 14 15 16

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階 1,086 1,168 1,255 1,336 1,417
第２段階 1,546 1,628 1,715 1,781 1,861

第３段階① 1,806 1,888 1,975 2,056 2,137
第３段階② 2,505 2,598 2,685 2,751 2,831
第４段階 3,086 3,168 3,255 3,336 3,417
第１段階 32,580 35,040 37,650 40,080 42,510
第２段階 46,380 48,840 51,450 53,430 55,830

第３段階① 54,180 56,640 59,250 61,680 64,110
第３段階② 75,150 77,940 80,550 82,530 84,930
第４段階 92,580 95,040 97,650 100,080 102,510

負担割合2割 116,160 121,080 126,240 131,130 135,990
負担割合3割 140,220 147,570 155,430 162,810 170,040

※本料金表の金額 は、「基本単位×10.68（地域区分）×0.1（自己負担 1割）」で算出しております。

　金額は端数調整につき若干異なる場合があります。

※利用者負担段階については、下記をご覧ください。 

※日用品パック　①230円/1日(6,900円/30日)　②190円/1日(5,700円/30日)　③170円/1日(5,100円/30日)

○ 利用者負担段階

段　　　階

第４段階

高額介護サービス費

　介護保険サービスに利用に際し、１ヶ月あたりの１割の自己負担の額が上記の上限額を超えた場合に、

　その差額（表中の介護保険分との差額です）が払い戻されます。

上記以外の方（世帯課税者）

第２段階
◎市町村民税世帯非課税で

15,000
　課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

第３段階
◎市長村民税世帯非課税で

24,600
　利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入が８０万円超２６６万未満の人など）

15,000
◎生活保護を受けている方

※褥瘡マネジメント加算　排せつ支援加算　科学的介護推進体制加算　個別機能訓練加算（Ⅱ）安全対策体制加算など計80円程度が加算される

※上記の他、必要応じて初期加算、外泊時費用加算、療養食加算、看取り介護加算、自立支援促進加算　などの料金をいただく場合があります。

　場合があります。負担割合2割、3割の方はこの料金が2倍～となります

※理美容サービス、立替金管理費、嗜好品、クラブ参加費などは、ご利用に応じて別途かかります。

対　　　象 自己負担上限額

第１段階
◎市町村民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている方

福祉施設ベースアップ等支援加算(1.6%)

5

650

1,445

月額利用料（30日）目安

居住費（日額）

0
370
370
855

1,360

利用料合計（日額）目安

食費（日額）

300
390

サービス利用に係る自己負担額

施設介護サービス費

日常生活継続支援加算 39

14夜勤職員配置加算（Ⅰ）

看護体制加算(Ⅱ) 9介護保険分

介護職員処遇改善加算(8.3%)
介護職員等特定処遇改善加算(2.7%)

個別機能訓練加算（Ⅰ） 13

精神科医療養指導加算 6

看護体制加算(Ⅰ)


